
①赤石岳 3121m（葵区・日本 7位の赤石山脈主峰） ②悪沢岳 3141m（葵区・日本 6位の高峰）

③標高 2800m付近の高山植物（森林限界上部） ④ライチョウは森林限界より上で生息できる

⑤荒川中岳の山頂付近、防鹿ネットが設置 ⑥前岳付近の防鹿柵は登山者の通過のため扉がある

⑦リニアトンネル直上の悪沢岳北尾根では天鏡池の水質調
査が行われた。登山道もなく生態系の詳しい調査が未実施。
標高 2650m以上の高山低木帯が、悪沢岳山頂から北方向へ
幅 1km、長さ３kmほど伸びている様子がわかる。

⑧荒川前岳南斜面のカール地形。1万 1500 年前まで続いた
最終氷期の氷河の圧力でU字谷を形成している。高山植物
群落が多く、JR 東海によって表層水の調査が行われた。
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⽣物多様性基本法（平成⼆⼗年六⽉六⽇法律第五⼗⼋号） 
 
前⽂ 
 
⽣命の誕⽣以来、⽣物は数⼗億年の歴史を経て様々な環境に適応して進化し、今⽇、地球

上には、多様な⽣物が存在するとともに、これを取り巻く⼤気、⽔、⼟壌等の環境の⾃然的
構成要素との相互作⽤によって多様な⽣態系が形成されている。 
⼈類は、⽣物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより⽣存しており、⽣物の多様性

は⼈類の存続の基盤となっている。また、⽣物の多様性は、地域における固有の財産として
地域独⾃の⽂化の多様性をも⽀えている。 
⼀⽅、⽣物の多様性は、⼈間が⾏う開発等による⽣物種の絶滅や⽣態系の破壊、社会経済

情勢の変化に伴う⼈間の活動の縮⼩による⾥⼭等の劣化、外来種等による⽣態系のかく乱
等の深刻な危機に直⾯している。また、近年急速に進みつつある地球温暖化等の気候変動は、
⽣物種や⽣態系が適応できる速度を超え、多くの⽣物種の絶滅を含む重⼤な影響を与える
おそれがあることから、地球温暖化の防⽌に取り組むことが⽣物の多様性の保全の観点か
らも⼤きな課題となっている。 
国際的な視点で⾒ても、森林の減少や劣化、乱獲による海洋⽣物資源の減少など⽣物の多

様性は⼤きく損なわれている。我が国の経済社会が、国際的に密接な相互依存関係の中で営
まれていることにかんがみれば、⽣物の多様性を確保するために、我が国が国際社会におい
て先導的な役割を担うことが重要である。 
我らは、⼈類共通の財産である⽣物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり

享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する。今こそ、⽣物の多様性を確保す
るための施策を包括的に推進し、⽣物の多様性への影響を回避し⼜は最⼩としつつ、その恵
沢を将来にわたり享受できる持続可能な社会の実現に向けた新たな⼀歩を踏み出さなけれ
ばならない。 
ここに、⽣物の多様性の保全及び持続可能な利⽤についての基本原則を明らかにしてその

⽅向性を⽰し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 
 
 
（基本原則） 
第三条 ⽣物の多様性の保全は、健全で恵み豊かな⾃然の維持が⽣物の多様性の保全に⽋
くことのできないものであることにかんがみ、野⽣⽣物の種の保存等が図られるとともに、
多様な⾃然環境が地域の⾃然的社会的条件に応じて保全されることを旨として⾏われなけ
ればならない。 
２ ⽣物の多様性の利⽤は、社会経済活動の変化に伴い⽣物の多様性が損なわれてきたこ
と及び⾃然資源の利⽤により国内外の⽣物の多様性に影響を及ぼすおそれがあることを踏
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まえ、⽣物の多様性に及ぼす影響が回避され⼜は最⼩となるよう、国⼟及び⾃然資源を持続
可能な⽅法で利⽤することを旨として⾏われなければならない。 
３ ⽣物の多様性の保全及び持続可能な利⽤は、⽣物の多様性が微妙な均衡を保つことに
よって成り⽴っており、科学的に解明されていない事象が多いこと及び⼀度損なわれた⽣
物の多様性を再⽣することが困難であることにかんがみ、科学的知⾒の充実に努めつつ⽣
物の多様性を保全する予防的な取組⽅法及び事業等の着⼿後においても⽣物の多様性の状
況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的
な取組⽅法により対応することを旨として⾏われなければならない。 
４ ⽣物の多様性の保全及び持続可能な利⽤は、⽣物の多様性から⻑期的かつ継続的に多
くの利益がもたらされることにかんがみ、⻑期的な観点から⽣態系等の保全及び再⽣に努
めることを旨として⾏われなければならない。 
５ ⽣物の多様性の保全及び持続可能な利⽤は、地球温暖化が⽣物の多様性に深刻な影響
を及ぼすおそれがあるとともに、⽣物の多様性の保全及び持続可能な利⽤は地球温暖化の
防⽌等に資するとの認識の下に⾏われなければならない。 
 
（地⽅公共団体の責務） 
第五条 地⽅公共団体は、基本原則にのっとり、⽣物の多様性の保全及び持続可能な利⽤に
関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地⽅公共団体の区域の⾃然的社会的条件に
応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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